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事前説明会
令和８年６月15日（月）

10：00－11：00
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本日の説明会のプログラム
1０：00-1０：05 Ⅰ 事務連絡

1０：05-1０：２５ Ⅱ 事業背景・概要の説明

            (1) はじめに

(2) 令和７年度からの変更点

(3) 補助内容

(4) 補助事例の紹介

1０:２５-1０:３５ Ⅲ 申請のポイント

            (１) スケジュール

(2) 補助対象者

(3) 補助対象経費・補助対象外経費

(4) 申請方法

(５) 留意事項

1０:３５-1０:５０ Ⅳ FAQ・事前質問の回答

 (１) よくある質問と説明（FAQ）

(２) 事前質問への回答

(３) その他
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・マイク・カメラは必ずオフにしてください。

・本日の説明会について、今後の業務改善のために録画いたします。

・参加者の録音・録画、投影資料の無断使用は禁止させていただきます。

・説明会後の問合せは、電話又はメールで受け付けます。

Ⅰ 事務連絡

【問合せ先】神奈川県観光客受入環境整備費補助金事務局 
〇メールによるお問合せ：ukeirehojyo.8a76@pref.kanagawa.lg.jp 
〇お電話によるお問合せ：受付時間 平日9：00～12：00、13 : 00～17 : 00 

※通話料は問合せした事業者の負担となります。
＜補助金全般に関すること（スポーツツーリズムを除く）＞

観光課観光戦略グループ 電話番号：045－285－0289 
＜スポーツツーリズムをテーマとした観光需要に対応する事業に関すること＞

スポーツ課企画グループ 電話番号：045－285－0798 
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Ⅱ 事業背景・概要の説明
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(1)はじめに

外国人観光客の受入環境整備、新たな観光需要に対応する体制整備を行う
県内の観光関連事業者を支援するため、「神奈川県観光客受入環境整備費
補助金」の申請受付を令和８年7月１日（水）から開始します。

補 助 対 象 者

神奈川県内の観光地に

おける店舗・事業所等

を運営する者

神奈川県内に観光案内所

・観光施設等を設置し、

若しくは管理する者

1 2 3

※観光、旅行を目的とする利用施設に限る
※店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く

補助率・上限額

補助率 補助上限額

補助対象経費の１／２ １事業者当たり100万円
※複数メニュー選択可能で、補助上限額の100万円は、１事業者当たり全項目の合計額です。
※補助対象経費に補助率を乗じた額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

神奈川県内の
宿泊事業者

※受付期間は、８月31日（月）までですが、予算額に達した場合には締め切ります。
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(2)令和７年度からの変更点（主な追加事項）

外国人対応整備事業

・監視カメラ、ロッカー・クローク等の手荷物預かり設備の設置に係る費用

（内外装のリフォーム等の費用を除く。）

（従業員等が主に使用するロッカー・クローク等の整備を除く）

新

GREEN×EXPO 2027を見据えた観光需要に対応する事業

・「花」「緑」「農」「食」などをテーマにしたテーマとしたコンテンツ開発費
（ハード事業（施設整備等）を除く）

・モデルコース・ツアーの造成に係る費用

・当補助金で開発・造成したコンテンツ、モデルコースやツアーに係るチラシ

やウェブページ制作等の広報費 等

新
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(3)補助内容

・和式トイレの洋式化

・温水洗浄便座の新設

※トイレの内外装のリフォーム・新設や、観光施設に当たらない施設、

従業員等が主に使用するトイレの整備は対象外

・多言語観光案内板、デジタルサイネージ、ピクトグラム案内板等の作成・設置

・多言語観光マップ、観光ガイドブック、観光パンフレット等の作成

・多言語観光アプリ及び観光ウェブサイトの作成

・音声案内ツールの整備

・翻訳用案内・翻訳用タブレット端末やシステム機器の購入購入

・公衆無線LAN機器の購入、公衆無線LANネットワーク回線の設置

・マナー啓発、日本と外国の生活文化の違いの案内等の作成

・【新規】監視カメラやロッカー・クローク等の手荷物預かり設置

・多様な食習慣を持つ外国人観光客に対応したメニューの開発等

１ 外国人観光客の周遊に資する受入環境整備事業

外国人対応整備事業

トイレ整備事業
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(3)補助内容

２ 新たな観光需要への体制整備事業

GREEN×EXPO 2027を見据えた観光需要に対応する事業
• コンテンツ開発

• モデルコース・ツアーの造成

• 当補助金で開発・造成したコンテンツ、モデルコースやツアーに係るチラシやウェブ
ページ制作等の広報費 等

※EXPOの公式ロゴマークやマスコットを使用する際の使用料は対象外

スポーツツーリズムをテーマとした観光需要に対応する事業

• サイクリストが宿泊する際に活用する物品購入

• （サイクルラック、貸出用自転車、ヘルメット等）

• 観光を目的としたサイクリングツアー等コンテンツ開発費

（ハード事業（施設整備等）を除く）

• モデルコース・ツアーの造成に係る費用

• 当補助金で開発・造成したコンテンツ、モデルコースやツアーに係るチラシやウェブ
ページ制作等の広報費 等



(3)補助内容

２ 新たな観光需要への体制整備事業

マイクロツーリズム、アドベンチャーツーリズム、高付加価値化
に対応した事業

• 近隣観光資源をテーマとしたツアー、「自然」「アクティビティ」「文化体験」の３要  
素のうち２つ以上で構成されるツアーコンテンツ開発

• モデルコース・ツアーの造成

• 当補助金で開発・造成したコンテンツ、モデルコースやツアーに係るチラシやウェブ             
ページ制作等の広報費 等

サステナブルツーリズムをテーマとした観光需要に対応する事業

• 農業体験や文化体験のツアー、エコに配慮したツアー等のコンテンツ開発

• モデルコース・ツアーの造成

• 当補助金で開発・造成したコンテンツ、モデルコースやツアーに係るチラシやウェブ             
ページ制作等の広報費 等
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(3)補助内容
２ 新たな観光需要への体制整備事業

デジタル技術を活用した観光需要の創出や業務効率化(観光ＤX)
推進事業

・宿泊カードのオンライン化（電子宿泊台帳等）システム

・セルフチェックイン、チェックアウト等の省人化システム（家電等の購入を除く）

・ＡＩによる需要予測システム

・オーダーエントリーシステム

・ＷＥＢ予約システム

・キャッシュレス決済システム（決済端末を含む。）

・ビッグデータを活用した観光動態分析、デジタルマーケティングの実施に係る導入費用

・従業員間で情報共有するための電子機器類（インカム等）の導入に係る費用

※著しく高性能なタブレット・パソコンや、単なる家電購入等は対象外

※デジタルマーケティングについて、SNS 等の広告運用のみは対象外

（委託事業者からの費用対効果が分かる報告書の提出が可能な場合のみ補助対象）
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(3)補助内容
２ 新たな観光需要への体制整備事業

・手すりやスロープ板の設置

・車椅子利用者やオストメイトに対応したトイレ等の整備費用

・点字ブロック、点字や音声案内等に係る整備

・バリアフリー、障がい者向け等のコンテンツ開発

・モデルコース・ツアーの造成に係る費用

・当補助金で開発・造成したコンテンツ、モデルコースやツアーに係るチラシやウェブ
ページ制作等の広報費 等

※路面の整備・建物の改修を伴う工事等や、従業員等が主に使用する設備のバリアフリー

化は対象外

ユニバーサルツーリズムをテーマとした観光需要に対応する事業

・非常用電源装置の購入

・非常用電源装置の整備に附随する機器の購入  等

※ソーラーパネルや燃料エンジン等の発電能力を持たない蓄電池のみの購入や、

非常時ではない常用の電源装置の購入は対象外

災害時対応整備事業
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【外国人対応整備事業】

補助事業：多言語ウェブサイトの作成
（予約フォームの構築含む）

申 請 者 ：飲食店

【申請者からの実績報告】外国人観光客が来店前に英語でメニュー
や予約方法等を把握できるようになり、事前の不安解消と来店ハー
ドルの低減につながった。また、予約・問い合わせがウェブサイト
経由に分散したことで、オペレーション効率化が図られた。

CASE１

(4) 補助事例の紹介

改修後のウェブサイト



12

【外国人対応整備事業】
補助事業：翻訳システム機器の購入

申 請 者 ：宿泊施設

【申請者からの実績報告】透明ディスプレイ型の対面翻訳機の導入
により、案内や接客時の理解度が向上し、外国人観光客との円滑な
コミュニケーションを実現した。

CASE２

(4) 補助事例の紹介

導入した翻訳システム（透明ディスプレイ型）



13

【外国人対応整備事業】
【観光DX推進事業】

補助事業：公衆無線LAN回線の設置
システム開発(モバイルオーダーの

  導入)、インカム等の購入

申 請 者 ：飲食店

【申請者からの実績報告】モバイルオーダー導入により英語・中国
語に対応したメニューができたため、外国人観光客の方でもスムー
ズに利用可能となった。また、インカムを使用することでスタッフ
同士の円滑な連携が可能になり、業務効率化につながった。

CASE３

(4) 補助事例の紹介

モバイルオーダー（英語・中国語） インカム・イヤフォン
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【外国人対応整備事業】
補助事業：多言語案内版の作成

マナー啓発案内の作成

申 請 者 ：交通事業者

【申請者からの実績報告】のりば簡易マップや案内版を強化するこ
とで、係員の業務負荷を減らすことができた。また、「通話禁止ス
テッカー」を掲出することで、携帯電話での車内通話による国内か
観光客と外国人観光客との車内トラブルが、大幅に減少した。

CASE４

(4) 補助事例の紹介

改修後の多言語案内版 マナー啓発案内
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(4) 補助事例の紹介

CASE５

【トイレ整備事業】

補助事業：和式トイレの洋式化
（温水洗浄便座付き）

申 請 者 ：宿泊施設

【申請者からの実績報告】和式トイレを全て洗浄機付き便座洋式ト
イレに交換することで、外国人観光客が快適に利用できるトイレの
整備を行う事ができた。

改修前 改修後
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(4) 補助事例の紹介

CASE６

【マイクロツーリズム、
アドベンチャーツーリズム、
高付加価値化に対応した

事業】

補助事業：コンテンツの開発
ウェブサイトの作成

申 請 者 ：個人事業主

【申請者からの実績報告】地域資源と連動した観光需要創出の基盤
構築ができた。季節ごとの継続的情報発信が可能な体制を確立でき
た。

コンテンツ開発（マニュアル抜粋） ウェブサイト作成
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(4) 補助事例の紹介

CASE７

【サステナブルツーリズム
に対応した事業】

補助事業：コンテンツ・ツアーの造成、
ウェブサイトの作成

申 請 者 ：その他（娯楽施設）

【申請者からの実績報告】モニターツアーまで実施したため、今後
は商品化し誘客を強化していく。来園者の森林や生きものへ関心と
自然環境保全意識を高めるとともに、引き続き自然に触れながら楽
しむことのできる施設作りができる。

コンテンツ・ツアー造成（報告書） ウェブサイト作成
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(4) 補助事例の紹介

CASE８

【観光DX推進事業】
補助事業：システム開発（予約システム）

申 請 者 ：寺社仏閣

【申請者からの実績報告】予約者の情報管理や内容確認が容易にな
り実務上のミスも削減が見込まれるとともに、システム構築後、す
でにWEB予約の利用者が増え、業務効率化を実感している。

管理者画面予約ページ
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(4) 補助事例の紹介

CASE９

【バリアフリー化（ユニ
バーサルツーリズム）】

補助事業：手すり設置
※その他複数メニュー申請あり

申 請 者 ：寺社仏閣

【申請者からの実績報告】手すりの整備を行い、高齢者や障がいの
ある方を含む幅広い来訪者が安全に拝観できる環境を構築した。こ
れにより、身体的制約を理由に来訪をためらっていた層に対しても、
受入可能な体制を整えることができた。

改修前 改修後
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(4) 補助事例の紹介

CASE10

【災害時対応整備事業】
補助事業：非常用電源装置の購入

申 請 者 ：飲食店

【申請者からの実績報告】地域の飲食店組合と協力し、災害時にお
ける対応を強化することを目指しているため、非常用電源装置導入
により、災害時においてもお客様の利便性と安全を確保出来ると考
えている。

実際の写真（非常用電源装置と附随機器）
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スポーツツーリズムをテーマとした
観光需要に対応する事業

対象となる事業

①サイクリスト受入環境整備に係る費用
サイクルラック・工具・貸出用自転車・自転車用ヘルメットの購入、

その他メンテナンスマット等のサイクリストが宿泊する際に活用する物品購入等に係る費用

サイクルラック 工具 貸出用自転車 ヘルメット

②周遊情報発信等にかかる費用
観光を目的としたサイクリングやトレッキング等のモデルコースやツアーの造成、

それを周知するウェブページ、チラシ作成等に係る費用

モデルコース・

ツアー造成

アプリ・ウェブサイト

作成

など

など
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(4) 補助事例の紹介

【スポーツツーリズムを
テーマとした観光需要に

対応する事業】

補助事業：e-bikeの購入、
サイクリングモデルルートの造成

申 請 者 ：宿泊施設

【申請者からの実績報告】宿泊施設のみならず観光地域全体の魅力
を発信する基盤が構築された。また、周辺スポットとの連携強化を
図るなど、地域活性化にも寄与した。

e-bike
サイクリング
モデルルート

CASE11
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Ⅲ 申請のポイント

詳細は、募集要領・申請の手引き・事業実施の手引き・

FAQ等を御確認ください。

各書類は公式ウェブサイトに掲載しております。
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(１) スケジュール

1

2 3

6 7
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募
集
締
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８月31日
17：00

令和19年
3月31日

期限：令和９年1月31日

6
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20日以内

変
更
・
中
止
・

廃
止
申
請

必要に応じて立入検査（実地調査）
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(2) 補助対象者

次のいずれかに該当する者

（1）神奈川県内に観光案内所・観光施設等を設置し、若しくは管理する者

（2）神奈川県内の観光地における店舗・事業所等を運営する者
※（１）（２）ともに国内外の旅行者の利用が見込まれる、観光・旅行
を目的とする施設が対象
対象外：地域住民の生活を支えることを目的としている施設

（3）神奈川県内の宿泊事業者
神奈川県内の宿泊施設で、旅館業や住宅宿泊事業の許可を受けて営む方。

ただし、店舗型性風俗特殊営業を営む者は除く。

申請は、施設数に関わらず１事業者（法人・個人事業主）1件まで
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・事業実施期間中に事業を実施し、かつ期間中に支払いが完了する経費

・補助対象事業の遂行に必要なものを明確に特定できる経費

【補助対象事業】1.外国人観光客の周遊に資する受入環境整備事業

2. 新たな観光需要への体制整備事業

・経費支出の証拠書類 によって支払金額が確認できる経費 等

(3)  補助対象経費・補助対象外経費

補
助
対
象
経
費

補
助
対
象
外
経
費

・当補助事業以外にも使用する目的のある汎用品

（例）：一般事務用品や通信費等、通常運営費に当たるもの

・消費税及び地方消費税相当額

・各種クーポン・ポイント・金券・商品券・仮想通貨等での支払い分の金額

等
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(4) 申請方法 ①申請書のダウンロード
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(4) 申請方法 ②申請書の書き方

入力順

【チェックリスト】
・申請書類提出前のチェックシートとしてご活用ください。
よくある申請書の不備や未提出書類についての確認事項です。書類に不備が
ある場合、審査対象外となる可能性がございますので、必ず御確認ください。

・本リストは申請書類とあわせて御提出してください。

必ず記載例を確認の上、
申請書類を作成してください。

※「交付申請書（第１号様式）」に必要事項を入力すれば、重複事項は以降のシートに自動反映
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(4) 申請方法 ③添付資料

申請する経費の「見積書」等【写し】

【よくある不備】
• 工事を含む機器購入の場合、機器のカタログが未提出。
• 見積書の項目が1式となっていて、内容が読み取れな

い。
• 見積書から単価や数量が読み取れない。記載がない。
• 多言語標記に係る費用の場合、翻訳する外国語の標記

がない。

見積書に係る根拠資料（数量調書、工事図面、
各仕様書 等）

【よくある不備】
• 施工工事：施工前と施工後の概略図が未提出。工事前の

現況写真が未提出。仕様書、図面(手書き可)
• ウェブサイトの改修：ホームページは添付されているが、

改修ページではないページが提出されている。改修前の
ウェブサイトを出力したものが未提出（URLの標記を含
む）

• 「コンテンツ開発」「モデルコース、ツアーの造成に係
る費用」の場合：開発内容がわかる「企画書」や「提案
書」が未提出

履歴事項全部証明書、所得税青色申告決算書
等

【よくある不備】
・法人：「様式１ 役員等氏名一覧表」と役職名や役員
が一致していない。

県から補助金の支払いを受ける金融機関の通
帳【写し】

【よくある不備】
・交付決定を受けた補助事業者（法人又は個人事業主）
の名義ではない通帳の提出

※必要に応じて【補助金申請に係る書類】
【運営・事業計画書等の実態確認書類】
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(4) 申請方法 ④電子申請へのアクセス
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(4) 申請方法 ⑤電子申請-ログイン
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(4) 申請方法 ⑥電子申請－手続き申込
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(4) 申請方法 ⑥電子申請－申込

添付できるファイルは１つのみ

複数ファイルの添付が可能

１ファイル毎、「添付する」ボタンをクリック

添付されると、ファイル名が表示される

全てのファイルを添付し、
「入力へ戻る」をクリック

申請日が自動入力されます
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(4) 申請方法 ⑥電子申請－申込確認・申込完了
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(５) 留意事項
・本事業の募集要領と申請の手引き等を十分確認し、本事業について理解した上で交付申請
を行ってください。

・提出書類に不備等があった場合、電子申請システムを通して修正依頼メールをお送りしま
す。電子申請システムにログインし、修正内容を確認後、適宜対応ください。
なお、修正対応中は審査が一時停止となり、書類が整った段階より審査を開始いたします。

・補助金の不正受給は犯罪です！
補助金の交付対象となる経費について、キャッシュバックを受けることにより自己負担を

ゼロにすることは、補助金の水増し請求として不正受給となります。重大な犯罪になる可能
性がありますので、決して甘い誘いには乗らず、くれぐれも適正に本補助金制度を御活用く
ださい。

不正受給が判明した場合は、ホームページ等で事業者名等を公表する場合があります。

受付は、先着順となります。
※受付期間は、８月31日（月）までですが、予算額に達し

た場合には締め切ります。

今後の受付状況は、随時ウェブサイトでお知らせします。
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Ⅳ FAQ・事前質問の回答
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(１) よくある質問と説明（FAQ)

質問 回答

１
補助対象には、法人の指定はある
か。医療法人、宗教法人、学校法
人等も対象となるか。

法人の指定はない。
但し、国内外の旅行者の利用が見込ま
れない施設、風営法第２条６項に当た
る施設は対象外。

２ 飲食店は対象となるか。

国内外の旅行者の利用が見込まれる施
設等が対象のため、要件に当てはまる
場合は対象。要件に当てはまるかは、
審査で判断となる。また、必要に応じ、
別途資料を提出してもらう場合あり。

３

申請時の見積業者より、もっと安
い業者を見つけたが、当初の業者
に発注しなければいけないか。
また、相見積は必要か。

発注業者を変更することは可能。補助
対象経費の合計もしくは内訳金額の
20％を超える変更をする場合、または
これにより、補助申請額を減額する場
合は変更の手続きが必要。詳細は「事
業実施の手引き」P13を参照。
なお、相見積は不要。



38

(１) よくある質問と説明（FAQ)

質問 回答

４
国や県、市町村から給付金や支援
金、補助金等を受け取っていても
申請可能か。

申請する事業（発注内容）が重複して
いなければ申請可能。

５
実績報告は事業完了から20日以内
と認識しているが、支払いが複数
ある場合はどうなるのか。

最後の完了（支払い）日から起算して
20日以内に提出。
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質問 回答

１ 事前に申請書類を確認してほしい

ご不明な点は、個別にメールや電話で
お問い合わせいただければ、可能な範
囲でお答えさせていただく。
（申請後に正式審査をするため、あく
まで事前に解釈を回答）

２
交通事業者等での過去事例がある
か。

Ⅱ(4)「補助事例の紹介」に紹介した、
路線バス事業者のほかに、遊覧船事業
者の実績あり。

３

外国人観光者対応のためタクシー
に翻訳機器の導入を検討している
が補助対象となるか。

補助対象者に「国内外の旅行者の利用
が見込まれる施設」とあるため、その
部分に合致するのであれば、補助対象。
（必要に応じ、実績等を提出してもらう場
合あり。）

４
出入口横のウッドデッキを撤去し
て段差を埋めスロープを作りたい
と思っているが対象になるか。

申請の手引きp.12にあるとおり、
路面の整備、建物の改修を伴う工事に
あたる場合は、対象外。

(2)事前質問への回答



40

(2)事前質問への回答

質問 回答

５ 備品の対象範囲を知りたい

事例により異なるので、個別にお問い
合わせいただきたい。共通で補助対象
外物品購入費は以下の通り
・自動車等車両（特殊車両を含む。）
・船舶、航空機 ・動植物の購入
・一般事務用途の電話機、スマート・
フォン、パソコン・タブレット端末等
の電子機器類
・故障、⽼朽化等に対応するため修
理・修繕
・単なる更新、買換え ・配送料

６

トイレの改修で和式を洋式にした
場合、タイルも壊すことになり、
その場合はどこまで経費の範囲に
なるのか。

事例により異なるが、改修に際しタイ
ルの張替えが必須など、やむを得ない
場合は、補助対象。
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(2)事前質問への回答

質問 回答

７
温水便座が30年前のものなので新
しくしたいのですが対象になるか。

申請の手引きp.13「補助対象外経費の
考え方」にあるとおり、物品購入(単な
る更新、買替え)は、対象外。

８
AIカメラ、防犯カメラの設置は対
象になるか

防犯目的のみでの設置は対象外。
外国人観光客の受入に関係する設置、
もしくは観光DXに資する取組であれば、
審査で対象となる可能性あり。
（必要に応じ、別途資料を提出してもらう
場合あり。）

９

機器購入の場合、リースにて導入
する場合は補助対象となるか。
電子決済システムなどのランニン
グコストは対象となるか。

補助対象事業の実施期間は「令和９年１月
31日までに完了した事業」となっているが、
本事業は補助後も継続的に行えることを目
的としているため、期間が限定的となる
リースでの導入は、対象外。ランニングコ
ストについても対象外。
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(2)事前質問への回答

質問 回答

10
SNS定期投稿委託などの広告運用
は対象になるか。

単なる広告運用は基本的に対象外だが、
デジタルマーケティングとして、委託
事業者からの費用対効果が分かる報告
書の提出が可能な場合のみ、補助対象。

11
ユニバーサルトイレへの改修を検
討している。改修の工事費はどこ
まで対象になるのか。

車いす使用者用トイレやオストメイト
対応トイレに取り換え、必要な器の取
り付けであれば補助対象となる。
建物の新設や改装等の工事に係る費用
は対象外。

12
1回の申請で複数の補助事業を申請
することは可能か。

複数の補助事業の申請は可能。（分け
て申請することは不可）複数の申請で
あっても、補助上限金額の100万円。

13
貸出用扇風機の購入、翻訳機の購
入、カードキー端末の更新費用は
対象になるか。

翻訳機購入費用は対象となるが、扇風機の
購入、カードキー端末の更新費用は対象外。
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メールによるお問合せ
ukeirehojyo.8a76@pref.kanagawa.lg.jp 

お電話によるお問合せ
受付時間 平日9：00～12：00、13 : 00～17 : 00 
※通話料は問合せした事業者の負担となります。

＜補助金全般に関すること（スポーツツーリズムを除く）＞
観光課観光戦略グループ 電話番号：045－285－0289 

＜スポーツツーリズムをテーマとした観光需要に対応する事業に関すること＞
スポーツ課企画グループ 電話番号：045－285－0798 

(３) その他

お問合せ

神奈川県観光客受入環境整備費補助金事務局

募集要領や各種手引き、FAQ等を御確認いただいたうえで、御不明な点等

あれば、お問い合わせください。 

メールによるお問合せ

お電話によるお問合せ
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